
 

 

第12回安平町未来創生委員会 

（平成2９年度１回目） 

 

議    案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 時   平成29年６月13日（火） 午前10時00分 

場 所   安平町役場 追分庁舎 



 

【会議レジュメ】 

 

 

 

１ 開  会 

 

 

２ 委員長挨拶 

 

 

３ 町長挨拶 

 

 

４ 議事 
   

(１) 第11回未来創生委員会で協議した答申書作成に係る附帯意見について 

 (２) 第２次安平町総合計画基本構想及び前期基本計画の策定完了について 

 

 

５ そ の 他 

 

 

６ 閉  会 



 
 

答   申   書  
 

平成２９年２月２３日  
 

安平町長 瀧     孝 様 
 

安平町未来創生委員会 
 
委員長 小 林 正 道 

    （原本：自署） 
 

第２次安平町総合計画基本構想及び前期基本計画の策定について（答申） 

平成28年１月22日付け安企財第2804号で本委員会に諮問されました第２次安平町総合

計画基本構想・基本計画の策定について、調査審議いたしましたので、安平町未来創生

委員会条例第２条の規定に基づき、別冊のとおり答申します。 

なお、答申するに当たり、当委員会で設定したまちづくりの将来像の実現と、人口減

少社会に対応した総合的かつ計画的な行財政運営の推進を望むものとし、これまで討議

を重ねてきました結果を踏まえ、次のとおり当委員会としての意見を付します。 
 

記 
 

１．総合計画基本構想及び前期基本計画の推進全般に関すること。 

（１）人口減少社会という厳しい社会情勢の中、町民協議に基づき設定した将来像を実現し

ていくためには、町民や事業者、行政など多様な主体が一体となって施策に取り組むこ

とが重要であり、特に地域課題を移住対策と絡めて戦略的に解決していく「重点プロ

ジェクト」の実施については、行政・住民の相互に推進体制を構築した上で、積極的に

展開されることを希望する。 
 
（２）成果指標に基づいて、施策・事務事業の実施状況を評価、検証し、改善に結びつけて

いくＰＤＣＡサイクルによる進捗管理を確実に行うため、早期に体制と仕組みづくりを

確立していただきたい。なお、前期基本計画で設定した成果指標には、各基本施策で設

定された「施策の方向性」との対応関係が不明な項目があることから、中期基本計画の

策定において見直しを検討いただきたい。 
 
（３）今回答申した計画書は、その全文を住民が短時間に読むことが困難であることから、

町民周知にあたっては、計画内容をわかりやすく表現した「ダイジェスト版」を作成す

ることを希望する。また、当町の政策・施策を町外者へ積極的にＰＲする観点から、

ホームページ等への掲載においては、記載内容の図式化など、閲覧者への配慮策を講じ

ていただきたい。 
 

２．重点プロジェクト及び政策分野における個別の意見 

（１）重点プロジェクトについては、個別の施策を有機的に連動させることで地域課題の解

決と移住対策を同時に達成するものであり、具体策の企画立案では、役場組織内の横断

的な対応が求められることから、その推進体制を早期に確立いただきたい。 
 
（２）協働のまちづくりの推進の観点から、地域課題の解決者として、現に町内で活動する

ボランティア、ＮＰＯ法人、各種団体、企業、町民などを積極的に活用する事業展開と
していただきたい。 



  
（３）若者や子育て世代に選ばれるまちの実現には、これらの世代が安心で安全なまちであ

ると実感できるサービスの充実が不可欠であることから、心身ともに健康な子どもに対

する施策だけではなく、病児病後児保育の体制構築や発達に遅れがみられる子どもへの

ケアなど、きめ細かな施策を検討いただきたい。 
 
（４）将来にわたり追分高等学校を存続させるためには、その前段で、同校が当町のまちづ

くりでどのような位置づけと機能を持ち、今後どのような学校としていくべきなのかと

いう方向性を町民とともに共通認識していくことが重要であり、今まさにその議論を行

う時期にあると認識するものである。 
 
（５）担い手不足と役員の高齢化などの課題を抱え、自治会、町内会等の活動は、極めて厳

しい現状にあり、近い将来、金銭面や行政による人的なサポートなどの支援策だけで

は、危機的な状況に陥る不安感がある。地域住民間のつながりがあって、はじめて「住

み続けられるまち」が実現できるということを地域全体で共有し、各種町内団体を有機

的にネットワーク化する取組みを検討いただきたい。 
 
（６）農商工観光の各施策では、「誰が何をどのように」という具体策が成果指標から読み取

れず、その実効性が担保されていないものが存在することから、中期基本計画の策定に

向けて、施策内容を深化させる必要がある。 
 
（７）フットパスや森林セラピー、木育など森林資源の活用策の検討とともに、森林資源が

果たす二酸化炭素の吸収効果に着目した町民の森林保全意識の醸成に取り組んでいただ

きたい。 
 
（８）当町は、都市と比較し「健康寿命延伸事業」など手厚い取組みがなされている。今後

もあらゆる年代の町民が人として健やかな生活を維持していくにはどのような施策が必

要かということを追究していただきたい。 
 
（９）商工振興で検討されているポイントシステムについては、「消費ポイントが貯まる」、

「ポイントを集めて買い物できる」「換金できる」ということにとどまらず、地域通貨の

観点から地域コミュニティ活動や健康・福祉活動と連動した、まちづくりへの広がりが

生まれる制度となることを期待する。 
 
（10）太陽光発電は、再生可能エネルギーとして期待される一方、施設整備に伴う森林伐採

や景観阻害を不安視する声が町民まちづくり会議等で寄せられたことから、今後に向

け、再生可能エネルギーと景観・環境への配慮のバランスのあり方について検討いただ

きたい。 
 
（11）地域コミュニティの活性化に向けて、町職員も町民の一人であるという認識のもと、

町民という立場でもまちづくりに参画することを希望する。 
 
（12) 健全な行財政運営に向け、合併前に整備した町内で重複する公共施設等の統廃合など

施設の合理化に向けた対策を講じていただきたい。 
 
（13）全国から寄せられる「ふるさと納税制度」を活用した寄付金と、総合計画で優先政策

とした子育て・教育分野を戦略的に結び付けることにより、「集め方」と「使い方」の双

方から、将来像の実現に向けて力を入れていることがＰＲでき、併せて地域産品のＰＲ

も期待できる。シティプロモーションの一環として子育て・教育分野へのふるさと納税

活用を検討いただきたい。 
 
（14)広域連携に関しては、胆振東部に限らず、住民の生活実情を考慮し、特に医療・観光な

ど、千歳市など札幌圏の都市との連携を今後検討いただきたい。 
 

 



 

 

  第２次総合計画が承認され、今後10年間のまちづくりの将来像・目標・施策が決まったことから、それらを実現するための事務事業が求められる。 

  若者と子育て世代に選ばれるための具体的な事業など、総合計画・総合戦略の展開と推進に向けて横断的に議論し、そして、事業化（実施計画の作成）につなげ 

 ていくため、次のとおり進める。 

  ＊左側は計画策定時の体制であり計画の検証や進行管理の観点から維持し、必要に応じて開催。計画の推進に向けては右側の形で進めていく。 
 
 

協 議 

調 整 

総合計画・総合戦略の推進に向けて 

委員14名：外部有識者4名 

○基本構想・基本計画の答申 

○計画の進行管理 

提案・議決 

諮問・答申 

 

 

 

 

 

 

 

 

行政（町長） 

未来創生本部会議（本部長：町長、庁内会議） 

事 務 局：企画財政課企画グループ 
 

各組織の会議運営・補助、組織間の連絡調整、施策の体系化整理など 

相談・助言 

○総合計画策定に当たって、各

種協議への出席により助言・

提案等を行う。 

【専門部会（各ワーキンググループ）】 

①住民生活ＷＧ 

②経済産業ＷＧ 

③インフラＷＧ 

④健康福祉ＷＧ 

⑤子育て・教育ＷＧ 

⑥行政運営ＷＧ 

【庁舎内協議】 
○計画の進行管理 
○庁舎内各課協議 
○町長・副町長・教育長 
ヒアリング 

○全員協議会協議 
○基本構想・基本計画の承認(議決) 町 議 会 

□課長職をリーダー（構成は管理職とＧＬ） 

□計画の進行管理、評価 

□計画の見直し 

□計画推進に向けた事務事業の磨き上げ 

□個別計画との整合性検討 

未来創生委員会 策定アドバイザー 【具体的事業例の事業化（担当課）】 

 前期基本計画はH29-H30、総合戦略はH27-H31。これらの計画期間を考

慮すると、まずは計画に掲げている『主な取組み・具体的な事業例』

の検討と事業化が必要。 

 

◇総合計画（前期基本計画）及び総合戦略に掲げている『主な取組み・

具体的な事業例』のうち、将来像の実現に向けて計画期間内での事業

化が必要と捉えている項目について、担当課が適宜関係課等と協議を

行い、事業化（実施計画の作成）を行う。 

→例年、企画Ｇから依頼している実施計画として提出を目指すこと。 

 

◇進め方 

 ①将来像・目標・施策の達成に向け、事業の目的や想定する事業概要 

  など事業イメージを共有するため、担当課（課長・補佐・ＧＬ・主 

  担当等）と企画Ｇで協議確認を行う。 
  
 ②担当課が中心となり、適宜関係課と協議を行い、事業化を進める。 

【重点プロジェクト推進会議】 

 総合計画に掲げている「将来像の実現に向けた重点プロジェクト」を

具体的に推進するための会議。 

◇協議事項 

  ▶  重点プロジェクトの進め方 

  ▶ 「今後10年間で重点的・横断的に取り組むべき施策例」の具体的協議 

◇構成：関係課のＧＬ・主担当職員（主幹・主査職等） 

◇事務局：企画財政課企画Ｇ 


